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資料１－１

「北海道地域商業の活性化に関する条例」の見直しについて

１ 概要

平成24年の制定から５年を経過した「北海道地域商業の活性化に関する条例」について、附則第６

項の規定に基づき、条例の施行の状況等について検討を加え、必要な見直し等を行うため、北海道商

工業振興審議会に「商業活性化部会」を設置。

本部会においては、本条例の点検に伴い見直しが必要となる条例、条例施行規則 「北海道地域貢、

献活動指針」の改正内容と、新たな「北海道地域商業活性化方策」について検討を行った。

２ 検討の経過

商工業振興審議会及び商業活性化部会における検討

年月日 内 容 等

平成29年度 第１回 北海道商工業振興審議会

￮ 「北海道地域商業の活性化に関する条例」の見直しについて（諮問）

H29. 7.14 ・北海道から審議会に対し、条例等の見直しについて諮問。

￮ 北海道商工業振興審議会「商業活性化部会」の設置について（協議）

・条例等の見直しに関する検討を行うため、商業活性化部会を設置した。

第１回商業活性化部会

￮ 部会長の選任について

・江頭 進委員を部会長に選任。

￮ 北海道地域商業の活性化に関する条例の点検について

・現行どおり維持することが適当とした。

￮ 北海道地域商業の活性化に関する条例施行規則の点検について
H29. 8. 4

・意見等を整理し、次回部会へ継続審議することとした。

￮ 北海道地域貢献活動指針の点検について

・修正が必要であり、意見等を反映させた新旧対照表を整理し、次回部会へ

継続審議することとした。

￮ 新たな北海道地域商業活性化方策について

・意見等を反映させた素案を整理し、次回部会へ継続審議することとした。

第２回商業活性化部会

￮ 北海道地域商業の活性化に関する条例施行規則について

・現行どおり維持することが適当とした。

￮H29. 9. 5 北海道地域貢献活動指針について

・意見等を整理し、再度各委員に確認することとした。

￮ 新たな北海道地域商業活性化方策について

・意見等を整理し、再度各委員に確認することとした。

第３回商業活性化部会

￮ パブリックコメントの実施結果について

・道民意見を踏まえ、指針、方策を修正することとした。
H30. 1.12

￮ 部会における検討結果の報告について

・委員からの修正意見に対し、部会長と事務局で協議の上取りまとめ、その

結果を各委員に報告することとした。
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参考：北海道商工業振興審議会 商業活性化部会 委員名簿

氏 名 所 属 等 備 考

江頭 進 小樽商科大学 理事（総務・財務担当副学長） 部会長

佐藤 季規 一般財団法人 北海道商工会議所連合会 理事

石本 留美子 北海道商工会連合会 理事

島口 義弘 北海道商店街振興組合連合会 常任理事

矢島 收 一般社団法人 北海道消費者協会 専務理事

なかじま商店街振興組合 理事長
小野寺 芳子

（中島商店会コンソーシアム 代表幹事）

イオン北海道株式会社 営業本部エリア推進室
相馬 仁美

環境社会貢献担当部長

久保 勝裕 北海道科学大学工学部建築学科 教授

酒本 宏 株式会社ＫＩＴＡＢＡ 代表取締役 会長

【オブザーバー】

氏 名 所 属 等 備 考

佐藤 豊美 経済産業省北海道経済産業局産業部流通産業課長


